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１．目的 

 交野市（以下「市」という。）は、市の魅力発信、地域産業の活性化及び「交野ふるさと

寄附」への寄附促進に寄与することを目的に、市への寄附者に対して贈呈する返礼品を提供

いただける協力事業者を募集します。 

 

２．協力事業者のメリット 

⑴ 市が利用するふるさと納税サイトに返礼品を掲載することができ、商品の宣伝にな

ります。掲載料はかかりません。 

⑵ 返礼品発送に関する送料は市が負担するため、送料の負担なく商品を発送すること

ができます。 

⑶ 返礼品の発送の際に、送料に影響しない範囲でチラシ等を同梱できますので、寄附者

に自社の他製品を宣伝することができます。 

 

３．協力事業者の登録要件 

 次の全ての要件を満たす法人・団体・個人事業主（以下「法人等」とする。）が登録でき

ます。 

⑴ 交野市に関して、平成 31 年総務省告示第 179号第 5条の基準に適合する製品やサー

ビス等を提供する法人等であること。 

⑵ 生産・製造・販売等に関係する法令等を遵守していること。 

⑶ 個人情報保護法及び関係法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができる

こと。 

⑷ 代表者等が、交野市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係

者ではないこと。 

⑸ 市税の滞納がないこと。 

 

４．返礼品の要件 

 次の全ての要件を満たしてください。 

⑴ 平成 31年総務省告示第 179 号第 5条の基準に適合しているものであること。 

⑵ 食品衛生法、商標法、特許法、著作権法、不正競争防止法等、関係法令を遵守してい

るものであること。 

⑶ 品質及び数量の面において年間を通じて安定供給が見込めるものであること。期間

限定や数量限定となるものは、その期間又は数量において安定供給が見込めるもので



あること。 

⑷ 飲食物については、寄附者に到着後 5 日間以上の賞味（消費）期限が保証されている

ものであること。 

⑸ 金銭類似性の高いものや資産性の高いものでないこと。 

 

５．寄附金額の設定 

 返礼品の価格（返礼品調達のために市が支出する価格。送料は市負担のため除く）は、寄

附額の 30%以下にする必要があります。寄附金額は返礼品の価格に応じて 30%に近い金額

になるよう、市が 1,000 円単位で寄附金額を設定します。 

（例） 

返礼品の価格が 3,000 円の場合 → 寄附金額 10,000 円（返礼品価格割合 30%） 

返礼品の価格が 5,000 円の場合 → 寄附金額 17,000 円（返礼品価格割合 29.41%） 

※返戻品価格に対して送料が高額になる場合は、返礼品価格割合を下げて寄附金額を設

定する場合があります。 

 

６．協力事業者登録の申込方法 

登録を希望する法人等は、次のフォームから必要事項を入力し、申し込みをしてください。 

https://logoform.jp/form/gwvT/282597 

 

７．協力事業者登録の決定 

 市は申し込みのあった法人等の要件を確認した上で協力事業者の登録を決定し、その旨

を申し込みのあった法人等に通知します。 

 

８．返礼品の登録 

 協力事業者への登録後、市から協力事業者に対し、ふるさと納税の業務代行事業者（以下

「ふるさと納税事業者」という。）を紹介します。ふるさと納税事業者から返礼品登録に関

する説明を行いますので、説明に沿って登録を行ってください。 

 

９．その他留意事項 

⑴ 返礼品の発送は、ふるさと納税事業者が指定する発送方法に沿って発送してくださ

い。なお、送料に関しては市が負担します。ただし、寄附者からの商品に関する苦情等

により、商品の回収及び再発送を行った場合にかかる費用は協力事業者の負担となり

ます。 

⑵ 協力事業者は、発送した返礼品の品質等に関する苦情や事故に対し、責任を持って誠

実に対応し、その内容について市へ報告してください。なお、返礼品の品質等による補

償や苦情対応については、市は一切の責任を負いません。 



⑶ 協力事業者は、この事業に関して取得した個人情報を返礼品送付以外の目的で使用

することはできません。また、協力事業者でなくなった後も同様です。ただし、返礼品

に同梱したチラシ等を通じた発注があった場合は、別途本人から直接入手した個人情

報であるため対象外とします。 

⑷ 市は、返礼品が要件に適合しなくなったと判断する場合や、国が定めるふるさと納税

制度の変更等により返礼品が要件に合致しなくなったと判断する場合は、登録を中止

することがあります。 

⑸ その他、協力事業者及び返礼品について、虚偽や本制度の趣旨に反する行為等があっ

た場合は、協力事業者の取消や返礼品の登録中止を行うことがあります。 

⑹ 市が同梱を希望するチラシ等を提供した場合は、返礼品にチラシ等を同梱してくだ

さい。 

⑺ 本要領に記載のない事項が発生した場合は、協力事業者は市と協議の上で、必要な対

応を行うものとします。 


